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議事 

 

（１）令和５年度 地域密着型サービス事業所の指定等の状況について 

                             【令和５年度中】 

 

１ 新規指定状況 

⑴ 地域密着型通所介護                  ≪公募対象外≫ 

法人名 株式会社高石コーポレーション ライフアシスト株式会社 

代表者 髙石 榮子 小池 敏雅 

事業所名 六道デイサービスセンター 

みやスマイル 

デイサービスきたえるーむ 

宇都宮下栗 

事業所所在地 
宇都宮市六道町１３番地３ 

宇都宮市下栗一丁目２２番３号 

船田ハイツ１０１号室 

定員 １８人 １５人 

指定年月日 令和５年８月１日 令和５年９月１日 

 

 ⑵ 小規模多機能型居宅介護                 ≪公募対象≫ 

整備圏域 石井・陽東 

法人名 社会福祉法人ふれあいコープ 

代表者 竹内 明子 

事業所名 コープの家石井 

事業所所在地 宇都宮市石井町３１２９番地１５６ 

定員 

・登録定員        １８人 

・通いサービスの利用定員  ９人 

・宿泊サービスの利用定員  ９人 

指定年月日 令和５年７月１日 

 

 ⑶ （介護予防）認知症対応型共同生活介護          ≪公募対象≫ 

整備圏域 城山 

法人名 社会福祉法人正栄会 

代表者 南里 尚 

事業所名 
認知症対応型共同生活介護 

グループホーム南の里いいだ 

事業所所在地 宇都宮市飯田町４５６番地４ 

定員 １８人 

指定年月日 令和５年４月１日 
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⑶ （介護予防）認知症対応型共同生活介護          ≪公募対象≫ 

整備圏域 御幸が原・御幸・平石 

法人名 めぐ株式会社 

代表者 小沼 宏彰 

事業所名 めぐグループホーム宇都宮 

事業所所在地 宇都宮市平出町１６６６番地１ 

定員 ９人 

指定年月日 令和５年７月１日 

備考 ３⑷の株式会社豊和会から事業継承 

本市では，（介護予防）認知症対応型共同生活介護は，公募により

事業者を選定しているが，めぐ株式会社については，以下の理由

により，公募を行わず事業継承を認める 

・介護保険法上，公募指定の定めがないサービスであるため 

・公募により事業者を選定すると，時間を要してしまい，利用者

の処遇に影響が出るため 

・株式会社豊和会が継承先を広く募集し，唯一応募をしたのが，

めぐ株式会社であったため 

 

２ 休止状況 

⑴ 地域密着型通所介護 

法人名 社会福祉法人信徳会 特定非営利活動法人たからぎ 

事業所名 
老人デイサービスセンター 

まつばら 
デイサービスたからぎ 

定員 １８人 １５人 

指定日 平成２８年４月１日 平成２８年４月１日 

休止日 令和５年１２月３１日 令和６年１月３１日 

理由 経営不振のため 経営不振のため 

 

３ 廃止状況 

⑴ 地域密着型通所介護 

法人名 株式会社ケア＆スポーツ 株式会社うつのみやファミリー 

事業所名 ケア＆スポーツデイサービス 
デイサービスうつのみや 

ファミリー鶴田 

定員 １５人 １８人 

指定日 平成２８年４月１日 令和元年６月１日 

廃止日 令和５年５月３１日 令和５年５月３１日 

理由 
通所介護事業所を新たに開設し，

当事業所をサテライト化するため 

当事業所を通所介護事業所として

新たに開設するため 
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⑴ 地域密着型通所介護 

法人名 栃木ひさご株式会社 社会福祉法人南都会 

事業所名 デイサービスセンターおおぞ 
老人デイサービスセンター 

元氣荘 

定員 １８人 １３人 

指定日 平成２８年４月１日 平成２８年４月１日 

廃止日 令和５年７月３１日 令和５年１２月３１日 

理由 経営不振のため 運営見直しのため 

 

 ⑵ （介護予防）認知症対応型通所介護 

法人名 社会福祉法人光誠会 

事業所名 老人デイサービスセンターころぼっくる 

定員 １２人 

指定日 平成２４年４月１日 

廃止日 令和５年８月３１日 

理由 経営不振のため 

 

 ⑶ （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

法人名 株式会社豊和会 

事業所名 多機能ホーム菜の花 

定員 

・登録定員        ２４人 

・通いサービスの利用定員 １２人 

・宿泊サービスの利用定員  ６人 

指定日 令和２年１０月１日 

廃止日 令和５年６月３０日 

理由 経営不振のため 

 

⑷ （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

法人名 株式会社豊和会 

事業所名 グループホーム菜の花園 

定員 ９人 

指定日 令和２年１０月１日 

廃止日 令和５年６月３０日 

理由 経営不振のため（※１⑶のめぐ株式会社に事業継承） 

 


